	給 与 規 程


(　例　)

農事組合法人　○○○○

第1章　総　　則

（目的）

第1条 この規程は、就業規則第５４条に基づき職員の給与に関する事項を定める。

（給与の体系）

第2条 給与の体系は、次のとおりとする。
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（給与制度）

第3条 給与制度は、職員の種類ごとに次のとおりとする。

　　イ．正職員　　　欠勤・遅刻・早退等の控除のない月給制
　　ロ．准職員　　　欠勤・遅刻・早退等の控除のある月給制

　　ハ．嘱託職員　　遅刻・早退等の控除のある日給制

（試用期間中の給与）

第4条 試用期間（原則として２ヶ月間）中の給与は、時給制とする。

（給与締切日及び支払日）

第５条　給与は、毎月末日に締切り、翌月１０日に支払う。ただし、支払日が休日の場合はその前日に支給する。

　②　計算期間中の中途で採用され、または退職した場合の給与は、当該計算期間の労働日数に基準内給与日額を掛けて計算する。

（端数処理）

第６条　給与の計算上に生ずる円未満の端数はこれを切り上げる。

（基準内給与日額）

第7条 月給者が給与計算上の１日あたりの金額は、次の算式によるものとする。

　　基準内給与／１ヶ月の平均所定勤務日数（２３日）＝基準内給与日額

（基準内給与時間額）

第8条 月給者及び日給者の給与計算上の１時間あたりの金額は、次の算式によるものとする。

　　基準内給与日額／１日の所定労働時間（7.5時間）＝基準内給与時間額

（賃金の減額）

第9条 准職員が欠勤した場合は、１日について基準内給与日額を減額する。

2 准職員が遅刻・早退・私用外出をした場合は、１５分単位で減額する。

（給与の支払方法）

第１０条　給与は、その全額を原則として本人指定の口座に支払う。

　　　　　なお、口座開設は事務合理化の意から組合指定の金融機関利用を原則とする。

2 前項の規程にかかわらず、次に掲げるものは支払のとき控除する。

1． 社会保険料（健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料）の個人負担分

2． 雇用保険料の個人負担分

3． 所得税、住民税

4． 労使協定による従業員会費・旅行積立金

（平均給与）

第１１条　平均給与を算出すべき事由の発生した場合の計算方法は、発生した日以前３箇月間に支払われた給与総額（基準内給与＋基準外給与）を、前３箇月の暦日による総日数で除した金額とする。

（休業手当）

第１２条　組合の責に帰すべき事由によって、休業した場合には、休業手当を支給する。

2 前項の休業手当は、休業１日について前条の平均給与の１００分の６０とする。

第２章　　基準内給与

　　　　　　　　　　　

（基準内給与）

第１３条　基準内給与の種類は、次のとおりとする。

　　　（１）基本給　　　　　　　本人の技術能力を主体とし、年齢・職歴・勤続年数・資格・役職等を勘案して、各人毎に決定する。

　　　（２）手当　　　　　

　　　　　　　１．職階手当　　　正職員および准職員に対して支給する。

　　　　　　　２．役職手当　　　役付のある者に対して支給する。

　　　　　　　３．調整手当　　　各等級の各号に応じて支給する。

第３章　　基準外給与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（基準外給与）

第１４条　基準外給与の種類は、次のとおりとする。

　　　（１）時間外労働手当　　　所定時間外に命じられて勤務に就いた者に対し、その労働時間について次の計算により時間外労働手当を支給する。

　　　　　　　　　　　基準内給与時間額×1.25×時間外労働時間

　　　　

　　　（２）休日労働手当　　　　休日に命じられて勤務したものに対し、その労働時間について次の計算により休日労働手当を支給する。

1． 法定休日の場合

　　　　　　基準内給与時間額×1.35×休日労働時間

2． 法定休日以外の休日の場合

　　　　　　基準内給与時間額×1.25×休日労働時間

　　　　（３）深夜労働手当　　　　深夜（午後10時から午前5時の間）に命じられて勤務した者に対し、その労働時間について次の計算により深夜労働手当を支給する。

1． 平日および法定休日以外の休日の場合

　　　　　　基準内給与時間額×1.50×深夜労働時間

ロ．法定休日の場合

　　　　　　基準内給与時間額×1.60×深夜労働時間

（４）通勤手当　　　　　　通勤手当規則にて定める。

第4章　　昇　　給

（昇　給）

第15条 昇給は、基本給について行うものとする。

　②　昇給は、毎年1月分の給与支払時に各人の考課に基づいて成績が良好な者について行う。

第5章　　賞　　与

（賞与の支給）

第１６条　組合は、毎年８月および１２月に組合の業績に応じて支給する。

（賞与の算定期間）

第１７条　賞与の算定期間は前年１２月から当年５月までを８月賞与に、前年１２月から当年１１月までを１２月賞与とする。

（賞与の不支給）

第１８条　賞与の当該期間に在籍した者でも、賞与支給当日に在籍していない者には支給しない。ただし、死亡による退職の場合は、遺族に支給することがある。

2 入組日以降の勤続年数が１年未満の者には支給しない。

3 組合の業績によっては支給しないこともある。

付　　則

本規程は、平成　　　年　　　月　　　日から施行する。

